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新手の振り込め詐欺：警官を名のり、｢逮捕した犯

　人があなたの通帳を持っていた。銀行の関係者が

　訪ねて行くので、キャッシュカードを渡すように ｣

　と不審な電話があったと相談が寄せられました。

　実際に、カードを渡してしまい、被害にあったケー

　スも報告されています。銀行関係者が通帳やカー

　ドを預かるために出向くことはありません。

次々販売：商品を契約した後に関連商品を次々に

　購入させられてしまうものです。屋根や床下点検

　など、無料点検から始まるケースが多く報告され

　ています。現金取引ではなくクレジット契約を結

　ばせることで、被害の拡大をわかりづらくさせて

　います。

投資型金融商品販売：「貯蓄から投資へ」の流れの

　中、投資性の強い金融商品が販売されています。

　必ず儲
も う

かり高い利益が得られることを強調して勧

　められ、契約したところ多額の損失が出たという

　相談が寄せられています。高い配当をうたい資金

　を集めた後、連絡がとれなくなるといった詐欺ま

　がいの出資金商法もありますので注意が必要です。

健康商法：高齢者は多かれ少なかれ身体の健康不

　安を抱えています。この不安につけ込んだ健康商

　品の販売です。温熱治療器や健康食品など高額な

　商品が多いので注意が必要です。高価であれば効

　果があるということではありません。

　　悪質業者は一見物腰も柔らかく、丁寧で、話を

　よく聞いてくれるため、信用してしまいがちです。

　被害に遭っていることに気づかないことも多く、　

　時間が経ってから相談に来られることも珍しくあ

　りません。一定期間を過ぎると解約が難しくなり

　ます。

　１．業者の言うことをうのみにしない、２．誰か

　に相談する、３．きっぱり断わる、４．慌てて契

　約書にサインをしないことを心がけましょう。　

 高齢者を狙う悪質業者の手口 消 費 生 活 セ ン タ ー か ら
　　　　               823-3928問

※ 10月13日（月・祝）は除きます。




